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１．事例の概要 

初産婦。妊娠４０週５日、妊産婦は陣痛発来の自覚で搬送元分娩機関に受

診し入院となった。入院時、陣痛間欠は１３分、子宮口の開大は１．５ｃｍ

であった。医師は子宮口全開大から２時間が経過、児頭は骨盤出口部まで下

降しているが、産瘤を認めるため、出口部分娩停止の状態と判断し、クリス

テレル胎児圧出法を併用し吸引分娩を開始した。吸引分娩が２０分間に３回

行われたが、分娩に至らず、胎児心拍数は１００拍／分前後が約２１分持続

したため、これ以上の吸引分娩は無理と判断し、母体搬送が決定された。母

体搬送後、努責時に児頭の位置がＳｐ＋３ｃｍ程度となり､胎児心拍数が１３

０～１４０拍／分で良好であるため､経腟分娩試行の方針となり、クリステレ

ル胎児圧出法を併用し吸引分娩が開始された。吸引分娩が３回行われたが、

分娩に至らず、胎児心拍数が７０～８０拍／分に低下し、当該分娩機関での

吸引分娩開始から１６分後に帝王切開が決定され、その４８分後に児が娩出

された。 

児の在胎週数は４０週５日、体重は３４１４ｇであった。臍帯動脈血ガス

分析値は、ｐＨ６．５７７、ＰＣＯ２１１８．６ｍｍＨｇ、ＰＯ２１１ｍｍＨ

ｇ、ＢＥ－２７ｍｍｏｌ／Ｌであった。アプガースコアは生後１分２点（心

拍２点）、生後５分４点（心拍２点、呼吸１点、皮膚色１点）であった。バッ
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グ・マスクによる人工呼吸、気管挿管が行われた。当該分娩機関のＮＩＣＵ

入室後人工呼吸器が装着された。児には帽状腱膜下出血が認められ、耳介周

囲や眼下まで広がりがあった。生後８時間の血液検査では、ヘモグロビン５．

５ｇ／ｄＬ、ヘマトクリット１６．１％、血小板６．３万／μＬであり、輸

血が行われた。生後２２日の頭部ＭＲＩでは、大脳皮質には広汎な多嚢胞性

脳軟化を認め、両側大脳基底核、両側視床にもまだらなＴ１強調像低信号、

Ｔ２強調像高信号域を認められた。 

本事例は病院における事例であり、産科医３名、小児科医１名と、助産師

１名が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、分娩中の低酸素・酸血症であると

考えられる。また、帽状腱膜下出血による出血性ショック、ＤＩＣが増悪因

子となった可能性がある。低酸素・酸血症の原因としては、回旋異常により

経腟分娩の難しい児に吸引分娩とクリステレル胎児圧出法を繰り返したこと

と考えられる。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠中の管理については、基準内である。 

搬送元分娩機関において、子宮口全開大となるまでの処置は、一般的であ

る。児頭の下降のみの所見で回旋を確認せず、吸引分娩を開始したのであれ

ば一般的ではない。吸引分娩中に２１分間持続した徐脈に対し、胎児心拍数

を回復させず、吸引分娩、クリステレル胎児圧出法を続けたことは選択され

ることの少ない対応である。その後、高次医療機関に搬送したことは選択肢

の一つである。 
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当該分娩機関において、胎児心拍数陣痛図所見は、胎児心拍数基線１４５

拍／分、基線細変動は正常、高度遷延一過性徐脈があり、これを指針にあて

はめてみるとレベル４であり、対応と処置として保存的処置の施行および急

速遂娩の準備または急速遂娩の実行とされており、児頭の位置がＳｐ＋３ｃ

ｍまで下降していると判断し、急速遂娩として吸引分娩を行ったことは選択

肢としてあり得るが、直ちに緊急帝王切開が行える状態にせず、また、児頭

の回旋を確認せず１６分間吸引分娩を続けたことは一般的ではない。臍帯動

脈血ガス分析を実施したことは一般的である。胎盤病理組織学検査を実施し

たことは適確である。 

新生児蘇生および治療は基準内である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）搬送元分娩機関および当該分娩機関における診療行為について検討すべ

き事項 

（１）搬送元分娩機関 

   ア．吸引分娩、クリステレル胎児圧出法について 

     吸引分娩、クリステレル胎児圧出法による介入は、胎盤循環を悪化

させ、胎児の状態を悪化させる可能性があることを念頭に、施行にあ

たっては「産婦人科診療ガイドライン―産科編２０１４」に示される

適応と要約を遵守することが強く望まれる。また、吸引分娩を施行す

る時は児頭の回旋を確認することが要求される。 

   イ．腟分泌物培養検査について 

     本事例においては、腟分泌物培養検査（ＧＢＳスクリーニング）が

妊娠１８週に実施されたが、「産婦人科診療ガイドライン―産科編２０

１４」では、妊娠３３週から３７週に実施することが推奨されており､
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ガイドラインに則して実施することが望まれる。 

 （２）当該分娩機関 

吸引分娩、クリステレル胎児圧出法について 

吸引分娩、クリステレル胎児圧出法による介入は、胎盤循環を悪化さ

せ、胎児の状態を悪化させる可能性があることを念頭に、施行にあたっ

ては「産婦人科診療ガイドライン―産科編２０１４」に示される適応と

要約を遵守することが強く望まれる。また、吸引分娩を施行する時は児

頭の回旋を確認することが要求される。 

 

２）搬送元分娩機関および当該分娩機関における設備や診療体制について検

討すべき事項 

（１）搬送元分娩機関 

    特になし。 

（２）当該分娩機関 

搬送受け入れ機関は搬送される状況を鑑み、患者が到着後直ちに帝王

切開ができる準備をするなど、搬送元施設との情報共有と連携の更なる

強化が望まれる。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

吸引分娩およびクリステレル胎児圧出法についての正しい実施方法を

普及させることが望まれる｡ 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 

 


